
 

水洗便所改造資金融資あっせん制度について 
 
 
                                            
 
 
◇融資あっせん制度の概要 
   
  市が、排水設備工事に係る費用を、指定金融機関に融資のあっせんをするものです。 
  元金及び利息を遅滞なく償還したときは、市が利息の補助をしますので、結果的に元金
のみで工事を行うことができます。   

  条件等は、阪南市水洗便所改造資金融資あっせん要綱にもとづき、下記のとおり定めら
れています。 

 
 
１ 融資あっせん対象者 
       

・下水処理区域内の建築物の所有者・・・（原則として府内居住者） 
・下水処理区域内の建築物の使用者・・・市内居住者であり、所有者の承諾を得て 
いること。 

・自己資金のみでは改造資金を一時的に負担することが困難であること。 
・借入金の返還能力を有すること。 
・市民税、固定資産税、受益者負担金を納めていること。 
・連帯保証人があること。 

→ 連帯保証人・・・原則として市内居住者 
   
   以上に該当する方が対象者となります。  
 
２ 融資額 
 
      ５０万円を限度とします。 

※ くみ取り口１個又は浄化槽１槽を１件とします。 
ただし、同一便槽については１回限りとします。                    
     

 
３ 償還方法及び期間 
      ・元利均等償還 ３６回払いです。 
 
 
４ 利  率 
      ・年利 １．９２５％（固定金利） 
 
 
５ 手 順      別紙手順を参照してください。 
 
 
 
 
 



 
 
   

 
水洗便所改造資金融資あっせん制度が利用できる金融機関 

 

 

 

池田泉州銀行 阪 南 支 店 

 
 
 
 
 

  申 請 書 類 ※申請様式等は各指定業者、下水道課にあります。  

  ○ 様式第１号  阪南市水洗便所改造資金融資あっせん申込書（市長宛） 
 
  ○ 様式第２号  阪南市水洗便所改造資金融資申込書（銀行宛） 
 
  ○  申請者の納税（完納）証明書 
 
  ○ 申請者の印鑑証明書 
 
  ○  連帯保証人の印鑑証明書 

 
 
 
 

▼ ご希望の方は、各指定業者にお申し込みください。   
 
 
 
 

  問い合わせ先 
  阪南市役所 都市整備部 下水道課 
   ＴＥＬ ０７２（４７０）２１６５ 

 

 
 
 



完了届の写しを提出

 ※申請者は３年以内に遅滞なく償還（利息込み）

 完済証明書の送付

 補助金（利息分）の申請書の送付

 補助金（利息分）の申請書の申請

 補助金（利息分）の交付決定通知の送付

 補助金（利息分）の請求書の送付

 補助金（利息分）の請求

 補助金（利息分）の交付

（融資依頼時）
 個人情報取扱の同意

（完了届提出後）
 融資の手続き
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